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令和６年12月４日（水曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第７号）

○議案第８号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例について

○議案第11号 工事請負契約の変更について

○議案第23号 令和６年度宮崎県一般会計補正

予算（第８号）

○議案第24号 令和６年度宮崎県拡大造林事業

特別会計補正予算（第１号）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・みやざき県民の住みよい環境の保全等に関す

る条例の見直しについて

・宮崎県産業廃棄物税条例の施行状況及び今後

の方針等について

・使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する

条例について

・高病原性鳥インフルエンザの発生について

○閉会中の継続審査について

出席委員（８人）

委 員 長 内 田 理 佐

副 委 員 長 永 山 敏 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 日 高 博 之

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 荒 神 稔

委 員 工 藤 隆 久

委 員 脇 谷 のりこ

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 長 倉 佐知子

環境森林部次長
田 代 暢 明

（ 総 括 ）

環境森林部次長
松 井 健太郎

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 壱 岐 さおり

環 境 管 理 課 長 落 合 克 紀

循環社会推進課長 長 友 和 也

自 然 環 境 課 長 川 畑 昭 一

森 林 経 営 課 長 松 永 雅 春

再造林推進室長 永 田 誠 朗

山村･木材振興課長 二 見 茂

み や ざ き ス ギ
笹 山 寿 樹

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 宮 川 美 品

林業技術センター所長 池 田 孝 行

木 材 利 用 技 術
上 野 清 文

セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 殿 所 大 明

農政水産部次長
川 畑 敏 彦

（ 総 括 ）

農政水産部次長
柳 田 敬

（ 技 術 担 当 ）

畜 産 局 長 河 野 明 彦

農 村 振 興 局 長 戸 髙 久 吉

水 産 局 長 西 府 稔 也

農 政 企 画 課 長 原 田 大 志

中山間農業振興室長 下 田 透

農業流通ブランド課長 押 川 裕 文

令和６年12月４日(水)
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農業普及技術課長 戸 髙 知 也

農 産 園 芸 課 長 白 石 浩 司

畜 産 振 興 課 長 鴨 田 和 広

家畜防疫対策課長 坂 元 和 樹

農 村 計 画 課 長 城ヶ﨑 浩 一

農 村 整 備 課 長 上 村 一 久

担い手農地対策課長 梶 原 正太郎

水 産 政 策 課 長 西 田 貴 亮

漁 業 管 理 課 長 安 田 広 志

漁港漁場整備室長 那 須 紘 之

工 事 検 査 監 甲 斐 岳 彦

総合農業試験場長 松 田 義 信

畜 産 試 験 場 長 水 野 和 幸

県立農業大学校長 馬 場 勝

水 産 試 験 場 長 大 村 英 二

事務局職員出席者

議事課主任主事 増 村 竜 史

議事課主任主事 青 野 奈 月

それでは、ただいまから環境農○内田委員長

林水産常任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、御覧のとおりであり

ますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○内田委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時58分休憩

午前10時０分再開

それでは、委員会を再開いたし○内田委員長

ます。

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

初めに、川南町の養鶏場○長倉環境森林部長

における抗病原性鳥インフルエンザの発生に伴

。う環境森林部の対応について御報告いたします

当部におきましては、野鳥の鳥インフルエン

ザ感染に関して、死亡野鳥調査を随時行うなど

の監視活動を実施しているところですが、今回

家禽に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が

確認されたことを受けて、環境省が昨日、発生

農場周辺の半径10キロメートル圏内を野鳥監視

重点区域に指定したことから、明日12月５日に

重点区域内において、野鳥の飛来状況や大量死

などの異常を把握するための緊急調査を実施す

ることとしております。また、市町村とも連携

して、野鳥の監視を強化してまいります。

それでは、議案等の概要について座って説明

させていただきます。

資料の２ページの目次を御覧ください。

本日、御審議いただきます議案は、予算議案

として、議案第１号「令和６年度宮崎県一般会

計補正予算（第７号 、議案第23号「令和６年）」

度宮崎県一般会計補正予算 第８号 議案第24（ ）」、

号「令和６年度宮崎県拡大造林事業特別会計補

正予算（第１号 」の計３件です。）

そのほか、その他報告事項として「みやざき

県民の住みよい環境の保全等に関する条例の見

直し」など３項目について御報告いたします。

３ページを御覧ください。

この表は、議案第１号、議案第23号及び議案

第24号に関する歳出予算を課別に集計したもの

でございます。

表の左から３列目、議案第１号は 「公共災害、

関連緊急治山事業」に要する経費などの増額を

お願いするものであります。
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その右隣の議案第23号は、給与改定に伴う職

員及び会計年度任用職員の人件費の増額と、国

の経済対策に係る補正予算に対応するための経

費をお願いするものであります。

さらにその右隣の議案第24号は、特別会計に

おける給与改定に伴う会計年度任用職員の人件

費の増額をお願いするものであります。

今回の補正では、表の２行目の一般会計の行

を横に見ていただいて、補正額の欄にございま

、 、すように 議案第１号の５億4,533万3,000円と

議案第23号の44億8,438万6,000円の増額をお願

いしておりまして、この結果、一般会計の補正

後の額は263億6,919万2,000円となります。

また、表の中ほど、特別会計の行を横に見て

いただいて、補正額の欄にございますように議

案第24号の72万5,000円の増額をお願いしており

まして、特別会計の補正後の額は12億5,617万円

となります。

この結果、表の１行目、環境森林部の一般会

計と特別会計を合わせました補正後の額は、276

億2,536万2,000円となります。

４ページを御覧ください。

議案第１号の繰越明許費補正について一覧に

しております。

まず、追加でありますが、自然環境課の２事

業について、国の予算内示の関係等により工期

が不足することや、工法の検討等に日時を要し

たことから、翌年度への繰越しが必要となるも

ので、合計で３億3,647万7,000円の繰越しをお

願いするものであります。

次に、変更でありますが、自然環境課と森林

経営課の２事業について、工法の検討等に日時

を要したことや、用地交渉等に日時を要したこ

とから、表の下にありますけれども、合計で５

億9,136万5,000円の繰越額の増額をお願いする

ものであります。

５ページを御覧ください。

議案第23号の繰越明許費補正について一覧に

しております。

まず、追加でありますが、自然環境課と森林

経営課の３事業について、国の補正予算の関係

により工期が不足し、翌年度への繰越しが必要

となるもので、合計で27億2,890万3,000円の繰

越しをお願いするものであります。

次に、変更でありますが、自然環境課と森林

経営課の４事業について、国の補正予算の関係

等により工期が不足することから、表の下にあ

りますとおり、合計で16億7,385万円の繰越額の

増額をお願いするものであります。

議案等の詳細につきましては、担当課長より

御説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、議案についての説明を求○内田委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

資料の６ページを御覧く○壱岐環境森林課長

ださい。

議案第23号、24号のうち、人件費に係る補正

予算について、環境森林部全体を一括して御説

明いたします。

今回の補正は、人事委員会勧告に基づく職員

の給与改定に伴う人件費の補正並びにこれに準

じた会計年度任用職員の人件費の補正であり、

表にありますとおり、課別に所要額を計上して

おります。

環境森林部全体の補正額は、表の右から２列

目 補正額の欄の一番上にありますとおり 8,235、 、

万8,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、その右側の欄
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にありますとおり19億9,824万6,000円となりま

す。

人件費に係る補正予算については以上です。

それでは、自然環境課の○川畑自然環境課長

第１号議案の補正予算について御説明いたしま

す。

資料の10ページを御覧ください。

自然環境課の補正額は、左から３列目の補正

額の欄に記載のとおり５億4,533万3,000円の増

額であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄に記載のとおり44億9,483

万3,000円となります。

それでは、補正の内容につきまして御説明い

たします。

11ページにお進みください。

（目）森林病害虫防除費 （事項）森林病害虫、

等防除事業費につきまして2,312万1,000円の増

額をお願いしております。

右側の説明及び事業名の欄を御覧ください。

今回は所要見込額の増額に伴う補正でありま

す。

松くい虫被害が急増しているため、被害木の

伐倒駆除を早急に実施し、被害拡大を防止する

ものです。

次に （目）治山費 （事項）緊急治山事業費、 、

につきまして３億3,915万円の増額をお願いして

おります。

右側の説明及び事業名の欄を御覧ください。

今回は、台風第10号における災害復旧に伴う

補正であります。

台風第10号で被災しました椎葉村の間柏原地

区ほか３か所の復旧整備を行うものです。

その下の（事項）県単治山事業費は4,000万円

の増額で、台風第10号における災害に伴う「治

。山施設計画調査事業の増に伴う補正であります

最後に （目）林業災害復旧費 （事項）治山、 、

、施設災害復旧費は１億4,306万2,000円の増額で

事業費の決定に伴う補正であり、日之影町の星

山地区ほか４か所の災害復旧を行うものです。

続きまして、議案第23号の追加補正予算につ

いてです。

12ページを御覧ください。

自然環境課の補正額は、左から３列目補正額

の欄にありますように、一般会計で16億9,936

万2,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように61億9,419万5,000円となりま

す。

補正の主な内容につきまして、御説明いたし

ます。

13ページを御覧ください。

いずれも、国の補正予算に伴うもので （目）、

治山費 事項 山地治山事業費につきまして 13、（ ） 、

億1,685万円の増額をお願いしております。

これは、荒廃山地の復旧整備及び山地災害危

険地区において、１の復旧治山事業等により７

か所の治山施設の整備等を行うものです。

その下の（事項）緊急治山事業費は１億8,900

万円の増額であります。

これは、10月の豪雨により被災した門川町米

の山地区ほか１か所について、緊急に復旧整備

を行うものです。

（事項）盛土防災総合推進費は3,000万円の増

額であります。これは、既存盛土の応急対策の

必要性や安全性把握調査の優先度評価を実施す

るものです。

最後に、一番下の（目）公園費 （事項）自然、

公園等整備事業費は１億5,690万3,000円の増額

であります。
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これは、国立・国定公園内の老朽化した施設

等の整備を行うものであり、１の国立公園整備

事業等により６か所を計画しております。

森林経営課の補正予算に○松永森林経営課長

ついて御説明いたします。

資料の14ページを御覧ください。

当課の議案第23号、議案第24号に関する補正

額は、左から３列目の補正額の欄にありますよ

うに、一般会計と特別会計を合わせまして27

。億1,142万7,000円の増額をお願いしております

この結果、補正後の額は、右から３列目の補

正後の額の欄にありますように、一般会計と特

別会計を合わせまして130億8,400万9,000円とな

ります。

補正の主な内容につきまして、御説明いたし

ます。

15ページを御覧ください。

中ほどの（目）造林費の（事項）森林整備事

業費につきましては25億4,200万円の増額であ

り、これは森林所有者等が行う造林、保育など

の森林整備を支援するものであります。

その下の（目）林道費の（事項）地方創生道

整備推進交付金事業費は2,100万円の増額、その

下の 事項 森林環境保全整備事業費は１億4,700（ ）

万円の増額であり、これは、それぞれ森林整備

等に必要な林道整備を前倒しで進め、早期の事

業効果の発現を図るものであります。

執行部の説明が終了しました。○内田委員長

議案について質疑はありませんか。

資料４～５ページについてお尋ね○中野委員

します。

繰越明許費について、その理由は、国の予算

内示の関係とか、国の補正予算の関係とか、工

法の検討等に日時を要したということが主な理

由なんですよね。当初予算であれば、恐らく、

２月の議会で予算が組まれ、４月１日から着手

できるんですよね。我々はいつも早期に工事を

してほしいという要望をしてきておりますが、

この工法というのはいつ頃から検討するんです

か。予算をもらうときに、工法をどうするかも

含めて予算額を決定してからスタートしている

んだと思いますが、そのあたりのことを教えて

ください。

また、国からの予算の内示が来るのは、そん

なに遅いんですか。

まず、工法の検討という○川畑自然環境課長

ことですけれども、年度当初に設計等を行って

おりますが、例えば設計を行った後、今年のよ

うに台風災害で既設道が被災したりといったこ

とがございまして、新たに工法の検討が必要に

なったものでございます。

、 、それから 国の予算内示の関係ですけれども

今回、国の予算内示で遅れているのは、資料４

、 「 」ページでいきますと 一番上の 緊急治山事業

となります。これは、今年６月に被災した施設

災害について事業を行うものでございまして、

国の予算内示が12月を予定しておりますので、

工期が不足するものでございます。

要は、今回補正予算を組めばもう○中野委員

時間的余裕はないと思うんですが、当初予算等

に絡むものは、来年度までに執行すればいいと

いう気持ちになったとは思いませんけれども、

そうならないように、なるべく年度内に 令─

和６年度の補正予算は令和６年度中に執行する

ように、ぜひお願いしておきたいと思います。

次の質問ですが、資料11ページの「松くい虫

伐倒駆除事業」について、今回の補正予算が可

決された場合に、この事業をいつ開始するのか

ということと、その駆除する場所を教えてくだ

さい。
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「 」○川畑自然環境課長 松くい虫伐倒駆除事業

については、既存の事業で約1,800万円ほど予算

がございまして、それを実施しているところで

ございます。

昨年度から被害が大きくなっておりまして、

当初予算では足りない分について、今回補正予

算をお願いしているところでございます。補正

予算が可決されました後、準備を進めまして、

早急に駆除に着手したいと考えております。

場所につきましては、被害が多い宮崎市、延

岡市、日向市を中心に予算配分したいと考えて

おります。

宮崎県だけでなく、我々が調査し○中野委員

た先々でも松くい虫の被害が散見されました。

春先には一ツ葉辺りを見ても、春なのに松が紅

葉したのかなと思うぐらいあちこちに点在して

おりました。

松くい虫というのは、虫だと思うんですが、

この伝染というのはいつ頃するんですか。発見

してもそれを放っておけばどんどん広がると思

うんですよ。その辺りは、どのような捉え方を

されていますか。

松くい虫について、実際○川畑自然環境課長

に枯れる被害の原因になっているのは、マツノ

ザイセンチュウというものでありまして、マツ

ノザイセンチュウが松で繁殖しますと、通水障

害が起きて松が枯れます。そのマツノザイセン

チュウをほかの松に運ぶのが松くい虫でござい

まして、春先に松くい虫が飛び立ちます。その

、ときにマツノザイセンチュウを一緒に媒介して

枯れた松に産卵することで広がっていくことと

なっております。今の松くい虫により枯れた松

につきましては、マツノマダラカミキリが飛び

立つ春先までに伐倒する予定にしております。

それから、春先につきましては、松くい虫が

飛び立ちますので、空中散布、薬剤防除をやっ

て、松を食べたときに死んでしまうというよう

な防除を行っております。

春先にも防除はしているわけです○中野委員

ね。それでも止まらなかったから、どんどん広

がったということですか。

ここ数年、大幅に被害が○川畑自然環境課長

、広がっている原因は分からないんですけれども

夏場の高温が長く、秋口にかけてまで高温が続

くということが一つ考えられます。通常、マツ

ノザイセンチュウは温度が低くなると活動が収

まるんですが、暖かい期間が続くと活動が活発

になります。また、松にマツノザイセンチュウ

が入ったとしても、松の抵抗力があればある程

度は松が耐え切れるんですけれども、夏場の少

雨とか高温とかで松のストレスが大きくなり、

やられてしまうということが、今、被害が増え

ている原因ではないかと推定しているところで

ございます。

予算が足りなくなったから、この○中野委員

追加の補正予算ということでしたが、毎年、当

初予算に松くい虫の駆除の予算は計上してある

んですか。

松くい虫の予算は、全体○川畑自然環境課長

で約１億円ほど予算計上しておりまして、伐倒

駆除に関しては2,000万円ほど計上しておりま

す。そのほかは薬剤防除等の予算になります。

発生が見られたら、広がらないう○中野委員

ちにとにかく早期に駆除して、見苦しくならな

いようにしてください。あんなにずっと放置さ

れていることを当局は何も感じないのだろうか

と 直接言いませんでしたけれども ずっと思っ、 、

ていました。これが毎年繰り返されていますの

で、予算が足りないのであれば、来年度以降は

当初予算をもっとたくさん組んで、発生を確認
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したらすぐに駆除してほしいと思うんですよ。

広がってからだと、補正予算も幾らでも組まな

いといけない。幾らつぎ込んでも駆除ができな

いということにならないように。

例えば、担当課かどうかは分かりませんけれ

ども、野尻湖のウキクサの外来種を駆除しない

といけないということで、補正予算が組まれま

したが、いまだにしていません。いつもそこを

車で通り、行き帰りで湖面の両サイドが見えま

すが、補正予算を組む頃はそれほどはなかった

けれども、今はもう全面に広がっています。恐

らく前回の補正予算で組まれたけれども、足ら

なかったのではないかなと。最初はほんの１株

か２株で、僅かなお金で、人海戦術で済むよう

なことをしなかったからあんなに広がるんです

よ。

松くい虫についても、異変や何か異常が発生

したら早期に駆除する、取り除く、そういう作

業をしていただくと被害も少なくなり、景観も

いいと思うんです。ぜひお願いしたいと思いま

す。

松くい虫について、私もお倉ヶ浜○日高委員

を見に行きました。国有林、県有林、市町村管

理の松で、お倉ヶ浜では防風林の役割を果たし

ていると思いますが、県有林の松は相当枯れて

いるので、多分もう抜くしかないですよね。結

局１回枯れたら、元に戻るというのはなかなか

難しい。１回伐採してそれを燃やすということ

を聞いて 多分抜いたらほとんどなくなるんじゃ、

ないかなと思います。松林がなくなれば、防風

林としての役割をほぼ果たせません。毎年予算

を組んで、防除事業に当てているんでしょうけ

れども、同じことを毎年繰り返してやっていく

のでしょうか。

伐倒して、もう１回植えないといけないです

よね。苗を植えてもう１回育てないといけない

と考えると、それこそ再造林じゃないですけれ

ども、循環的にやっていかないと、一旦駄目に

なってまた植えたって、防風林としての役割は

果たせないと思います。来年に向けてとか、そ

の辺の何か抜本的な考えはないんでしょうか。

松くい虫の被害木につき○川畑自然環境課長

ましては、伐倒して焼却処分いたしますので、

委員おっしゃるとおり、被害が多いと空き地が

できる形になり、防風機能が低下することが懸

。 、念されます 現在やっている取組としましては

例えば日向市のところで県有林であれば、伐倒

した後の空き地に抵抗性のある松を新たに植栽

しております。そういったことで防風機能を果

たすようにやっているところでございます。

また、今後の考え方なんですけれども、今、

松の被害が多くなっておりますので、次に何を

植えるかというのは、検討しながらやっていか

ないといけないと思っておりますし、駆除だけ

ではいけないと思っております。そういうのも

含めて検討してまいりたいと考えております。

そのとおりだと思います。抜本的○日高委員

に今後どうしていくのかというのは、いろんな

専門家の人たちから話を聞いたり、いろんな対

策を打たないといけないと思うんです。抵抗性

松がどういう松かは分からないですけれども、

松くい虫がつきにくい松があれば、そういう松

に切り替えていくと。松くい虫も免疫性が出て

くるから、人間が攻撃したら、よしこっちのほ

、 。うに行くぞみたいに 虫も学習すると思います

ここは効かなくなったらこっちだこっちだって

やるので、人間はその上を越えないといけない

と思います。

私はこの間、一ツ葉を１時間半歩いたけれど

も、一ツ葉も結構枯れているんですよね。分布
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面積を聞いても多分出せないと思うんですけれ

ども、現時点で相当厳しい状況なのかなと思っ

ています。当初予算では、少し頭をひねって新

規事業としてどうしていくのか、対策をしっか

り上げていただき、優先事業としてやっていた

だきたいと思います。

私も、一ツ葉海岸の近くの住民の○脇谷委員

方から何人か電話がありまして、あまりにも松

が枯れているから、昨年度から伐倒しているけ

れども、どういう状況かと質問がありました。

今おっしゃったように、枯れているところは伐

倒して、今後は抵抗性のある松を植えていくと

いうことで回答したいと思いますけれども、で

きましたらその予算をしっかりと確保していた

だくようお願いいたします。

関連で、海岸ではない中山間地域○荒神委員

についてですけれども、松の木を探すのに大変

苦労します。松の木がないような状況であるこ

とを、今、心配に思っています。先ほども意見

が出たように、やはり抜本的な取組をしないと

いけないと思います。この宮崎県だけが松林を

持っているわけではなく、全国には松で有名な

、 、ところもあるわけですので そういう事例など

県外にも目を向けて取り組んでいただければと

思います。

リゾート法ができてシーガイアが○中野委員

誕生しましたよね。あのとき松を切るというこ

とで、かなりの反対運動もありました。せっか

くの松林をかなりの量切ったので、それを保存

すべきだということで反対がありました。あの

、当時も松くい虫の被害が物すごく増えましたが

当時のシーガイアは、一生懸命になって見事に

１本も 松くい虫被害が発生したものをすぐ─

に切ったから見えなかったと思うんですけれど

も、かなりすばらしく松林を守ってきたんです

よね。だから、その精神というか、それをずっ

と守ってもらえれば……。先ほど荒神委員が、

松がなくなって見つけるのが大変だと言われま

したが、そういう状況にならないようにぜひお

願いしたいと思います。

えびの市でも松林が本当になくなりまして、

えびの高原の上のほうに、赤松でしょうか、そ

れが残っているぐらいなんです。えびの高原の

松もあちこちで枯れておりますが、これは硫黄

山の噴火との関係なのか、松くい虫との関係な

のか、何か情報か調査結果があれば教えてくだ

さい。

えびの高原の松が枯れて○川畑自然環境課長

、いるということは承知しているんですけれども

その原因については、私のほうでは把握してい

ないところです。想定なんですけれども、ガス

の影響ではないかと考えているところでござい

ます。

赤松千本原林というのがあって、○中野委員

あそこの松は立派なものですが、あの辺りも周

辺の草木が枯れていますので、せっかく残って

いる松林ですから、ぜひ守ってほしいなと思い

ます。みやざき新巨樹100選にもある、樹齢400

～500年ぐらいの大きな松が本当に僅か残ってい

るんです。ぜひ周辺が枯れている理由も調査さ

れて、松くい虫であれば松くい虫の駆除、そう

でなければなぜ枯れているのか、枯れないよう

な方策も含めてよろしくお願いします。

資料４ページの繰越明許費補正の○日高委員

「治山施設災害復旧事業」について、工法の検

討というのは、原状復旧だけれども、復旧中に

災害が発生して、また違うところが壊れて、大

きな設計変更をせざるを得なくなったから、繰

越しという形になったということでよろしいん

でしょうか。
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資料４ページの自然環境○川畑自然環境課長

課の繰越事業で言いますと、上のほうの「緊急

治山事業」というのは、被災した箇所、山崩れ

の箇所を復旧する事業でございます。それから

下の「治山施設災害復旧事業」というのが、治

山施設が被災した場合の復旧ですので、委員が

おっしゃられるものは下のほうになるかと思い

ます。

今回、繰越しの理由につきましては、手前の

工事用道路がまた被災した関係で、資材搬入等

の検討に時間を要したということで、繰越しと

なっております。

災害復旧事業の工法の検討とか、○日高委員

決してあることなんですよね。農林水産省もこ

ちらが組んだ設計変更をしっかりと認めて、す

ぐに判断できるようにしないと、ある程度額が

。大きくなると半年ぐらい工事が止まりますよね

国土交通省もそうなんでしょうけれども、原状

復旧といってもやっぱり時代が変わっているか

ら、もっとこうしたほうが頑丈にもなるとか、

当然分かっている話ですよね。なのに原状復旧

のみで、また壊れるみたいなこともあるので、

そこら辺の設計変更っていうのは、即座に認め

て、次は災害があってももう大丈夫だというよ

うなことで、どんどん設計変更でやってくださ

いと。壊れやすく設計変更するわけではないで

、 、すから 前回よりももっといい工法ができるし

頑丈な工法もできるので国土強靱化って言われ

ているんですから、その辺はスムーズにやって

ほしいと思います。もっと言いますと、請負業

者が、災害になると何が起こるか分からないか

らと言って取らないんですよね。これ自体が不

調不落の原因にもなるわけで、その辺は公共工

事の盲点かなと思います。

建設業者の不調不落も若干絡んでくる問題も

ありますけれども、もう少し柔軟に、設計変更

をスピーディーにやるというところを国に要請

してもらえないでしょうか。

公共事業○松井環境森林部次長（技術担当）

全般に言える話だと思うんですけれども、働き

手の不足もあるし、幾ら予算をつけてもなかな

か工事が進まないという実情はあると認識して

います。それはいろんな要因があり、事務的な

部分の遅れというのもその要因の一つにはなっ

ていると思います。昔に比べれば、少しずつ国

のほうの手続も改善されてきているとは思うん

ですけれども、実際に現場で起こっていること

とは、まだまだ厳しい状況にあると思いますの

で、国のほうに、何が起こっているのか、何が

原因かということを伝えて、改善を促していき

たいと考えています。

ほかございませんか。○内田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次に、その他報告事○内田委員長

項に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

資料の18ページを御覧く○壱岐環境森林課長

ださい。

Ⅱ、その他報告事項の「みやざき県民の住み

よい環境の保全等に関する条例の見直し」につ

いて、御説明いたします。

１の見直しの方向性を御覧ください。

県では、この条例に基づきまして、平成17年

度から県内で一定量以上の温室効果ガスを排出

している事業者に対し、温室効果ガス排出量削

減計画書及び排出状況報告書の作成報告を義務

づけております。

また一方で、国においても地球温暖化対策の

推進に関する法律に基づきまして、対象となる
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事業者に対して、温室効果ガス排出量の報告を

義務づけております。

下側の「県と国の制度の比較」という表を御

覧いただきたいと思うんですけれども、表に記

載しておりますとおり、県と国では対象となる

事業者及び報告書の内容につきましては、ほぼ

重複しております。また、計画書のほうは、国

にはなく県が独自に作成を義務づけているとい

う状況がございます。

それでは、見直しの方向性の５行目に戻って

いただきまして、このような中、令和３年に地

球温暖化対策の推進に関する法律が一部改正さ

、 、れまして これまで事業者ごとであった公表が

事業所ごとに公表されることとなりました。こ

のことによりまして、例えば県外に本社があり

県内に支所とか営業所があるような場合、これ

までは本社に結果が集約されて公表されていま

したので、県内の状況が分からなかったのです

が、事業所ごとの公表に変わったことで、県内

の支所等の状況が、国の公表内容から把握でき

るようになりました。このように公表制度の見

直しによりまして、国とは別に、県へも報告を

してもらうという必要性が低下をしてきたとこ

ろであります。

また、民間の事業者からは、国と県で似たよ

うな報告が重複しているとの御意見もいただい

ておりますので、民間事業者の事務負担を軽減

する観点からも、県条例に基づいて事業者に義

務づけている報告書等を廃止したいと考えてお

ります。

19ページを御覧ください。

２に見直しの理由を記載しておりますが、こ

れは先ほど御説明しましたとおりです。

３の今後のスケジュールですが、この12月に

、 、パブリック・コメントを実施しまして その後

来年２月の定例県議会において条例改正案を提

案させていただく予定としております。

資料の20ページを御○長友循環社会推進課長

覧ください。

「宮崎県産業廃棄物税条例の施行状況及び今

後の方針等について」を御説明いたします。

１、税の目的と課税継続の検討ですが、産業

廃棄物税は、九州各県と共同で、産業廃棄物の

廃出抑制、再生利用の促進、適正な処理の推進

を図る施策の費用に充てるため、平成17年度か

ら産業廃棄物税条例を施行し導入しており、こ

れまで５年ごとに廃出抑制等の効果を検証した

上で課税を継続してきたところです。前回検討

から５年にあたる令和６年度も同様に検討を行

いましたので、御報告いたします。

なお、この税の概要は、下段の参考図にある

とおりでして、産業廃棄物の最終処分及び焼却

処理に対して課税し、廃出抑制やリサイクルへ

誘導する仕組みとなっております。

21ページを御覧ください。

２、税収の状況です。

焼却処理については、制度創設以来3,500万円

前後で推移してきましたが、令和３年度から増

加傾向にあります。

また、最終処分については、平成20年度の２

億5,200万円余をピークに減少に転じた後、平

成28年度以降、増加傾向となっております。

22ページを御覧ください。

３、税収の使途についてです。

使途は、条例で、産業廃棄物の排出抑制、再

生利用の促進、適正な処理の推進を図る施策の

、 、（ ）費用に充てるとされており 令和６年度は １

及び（２）に挙げている事業など、40事業に約

３億6,000万円を充当しております。

23ページを御覧ください。
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４、税導入後の効果についてです。

、（ ） 、まず １ 産業廃棄物の処理状況については

グラフにありますように、税導入後、棒グラフ

の高さで示す排出量は増加傾向にありますが、

青い斜線で示す再生利用量と、緑の折れ線グラ

フで示す再生利用率も、平成28～30年度に一旦

減少したものの、増加傾向にあります。

一方で、青色で示す最終処分量と、青色の折

れ線グラフで示す最終処分率は、平成28～29年

度に一時増加に転じたものの、おおむね減少傾

向にあり、課税により一定の効果が出ていると

考えております。

24ページを御覧ください。

（２）不法投棄の件数については、平成19年

度の118件をピークに減少傾向にあり、令和４年

度には過去最少の４件となりました。産業廃棄

物税を財源とする監視指導の充実や、各種啓発

等による一定の成果があったものと考えており

ます。

25ページを御覧ください。

（３）の排出事業者の意識については、県内

の事業者を対象に調査を実施しましたが、左下

のグラフのとおり、８割以上の事業者から排出

抑制等の取組をしているとの回答が得られまし

た。

一方で、右下のグラフにありますように、税

導入の事実を全く知らないと回答した事業者も

まだ存在するため、引き続き、排出事業者に対

する啓発等が必要と考えております。

26ページを御覧ください。

、以上のような税の効果や課題を踏まえての５

今後の方針でございます。

（１）九州各県の見直しの方向性ですが、広

域的導入により一定の成果を上げており、今後

も継続していく必要があるとの考えから、課税

要件等の見直しは行わず、現行制度のままが望

ましいとの方向性が協議の場で示されました。

次に （２）にありますとおり、関係団体との、

意見交換においても税の活用方法について様々

な要望はありましたが、課税の継続について御

理解をいただいたところです。

これらの状況を踏まえた（３）検討結果です

が、再生利用量の増加や適正処理の推進などの

一定の成果は見られますが、さらなる再生利用

、率の向上と事業者への啓発等が必要であるため

今後も課税を継続したいと考えております。

なお、今回同様、５年後に再度効果を検証す

ることとします。

最後に、６、今後のスケジュールですが、２

月定例会におきまして、条例を所管する総務部

から条例改正案が提出される予定であります。

資料の27ページを御覧く○川畑自然環境課長

ださい。

「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」について御説明いたします。

この条例改正については、商工建設常任委員

会において審議をお願いしているもので、その

内容について説明させていただきます。

まず、１の改正の理由につきましては、来年

５月から、宅地造成及び特定盛土等規制法、通

「 」 、称 盛土規制法 の運用を開始することに伴い

。必要となる手数料の額を定めるものであります

資料の28ページをお願いいたします。

左側の図面は規制区域を示しております。

ここで、今年７～８月にかけて行いました盛

土規制法の規制区域に関するパブリックコメン

トについて、２件の意見をいただきましたので

御報告いたします。

意見の内容は、県内のほぼ全域を指定する区

域の考え方は妥当であると評価するもの、建設
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発生土の有効活用の取組の必要性に関する意見

であり、いずれも区域の見直しを求める意見で

はありませんでした。

右側の盛土規制法の概要、許可が必要となる

盛土の規模等につきましては、６月の常任委員

会で説明したものと重複いたしますので後ほど

御覧ください。

27ページにお戻りください。

、 、２の改正の内容ですが 規制区域の指定以降

県が担うことになる許可等の事務について、手

数料を新たに設定するものです。

（１）工事の許可申請手数料は、工事の着手

前に県に申請する際に （２）中間検査申請手数、

料は、例えば、暗渠排水施設の設置など、工事

完了後に確認困難となる工種について、工事期

間中に中間検査を申請する際に （３）計画変更、

許可申請手数料は、許可後に計画変更申請を行

う際に必要となるものです。

手数料については後ほど説明いたします。

３の施行期日は、規制区域指定の日と同日の

令和７年５月１日で、この日から盛土規制法が

運用開始となります。

４のスケジュールについてですが、今月、規

、制区域の指定の工事と本条例の公布を行った後

来年１月からは盛土規制法の円滑な運用を図る

ため、法律の周知・啓発に一層力を入れてまい

ります。５月１日から規制開始・改正手数料条

例施行となります。

29ページを御覧ください。

こちらに、手数料の一覧表をお示ししており

ます。

盛土の面積に応じて手数料を設定しており、

例１の盛土や切土の面積が１万5,000平方メート

ルの工事の許可を申請する場合、一覧表の面積

１万平方メートル超２万平方メートル以内に当

てはめ、手数料は盛土・切土の15万円となりま

す。

例２、例３も同様に、面積に応じた手数料が

必要となります。

次に、30ページを御覧ください。

計画変更許可申請手数料につきましては、上

段の表のア～ウの合計で算定いたします。

例４の場合、まず、アの工事の設計変更につ

いては、変更前に１万5,000平方メートルの盛土

を計画していたところで、擁壁の設置等に伴い

まして設計変更を行いますと、１万5,000平方メ

ートル分の許可手数料、15万円の10分の１の１

万5,000円となります。

次に、イの新たな土地の編入に伴う変更につ

いては、前のページの一覧表より、増える面

積4,000平方メートルに相当する手数料、７

万2,000円となります。

ウのその他の変更については、例えば、アや

イの変更に伴う資金計画書の変更などが必要に

なると１万円となり、これらを合計して手数料

は９万7,000円となります。

執行部の説明が終了しました。○内田委員長

その他報告事項について質疑はありませんか。

資料24ページについて、産業廃棄○中野委員

、 、物税を財源にして監視体制が充実し その結果

不法投棄件数が令和５年は６件、令和４年が４

件、令和３年が７件ということで、前からする

と大分減って、いい結果が出たと非常に評価は

しております。

しかし、過去からずっと産業廃棄物の不法投

。 、棄が常態化している状況です これについては

よく報告がくることもあれば、全く報告がない

こともあります。えびの市にもそういう案件が

あるから、それなりに注視しており、どうなっ

たかはいつも知りたいのだけれども 担当によっ、
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てその報告のあるなしがあるのはいかがなもの

。 。かなと思っております 苦言を呈しておきます

記憶が薄いですが、一般質問で、○日高委員

何年後かに太陽光パネルの廃棄がどんどん出て

くるという質問があって、部長が答弁していた

と記憶しています。

特に宮崎県は山など、太陽光パネルがかなり

大規模にあると思うんですけれども、宮崎県の

産業廃棄物に対するリサイクル量や率は、他県

に比べてあまり高くないと思います。産業廃棄

。物を県内に入れていないわけですから当然です

太陽光パネルの廃棄時期になったときに、リ

サイクルが追いつかないという部分が出てくる

と、県内で処理できないから県外へということ

にもなりかねないです。

、そこは宮崎県の弱みだと思うんですけれども

リサイクルを担う企業とかが少ないです。その

ような企業を育成することも重要な気がするん

ですが、そのあたりについてはどう考えていま

すか。

リサイクル業者の育○長友循環社会推進課長

成は大変重要だと考えておりまして、リサイク

ルが進めば産業廃棄物の最終処分量も減ります

し、二酸化炭素の排出とか、そういったところ

でも貢献があると思っております。この宮崎県

産業廃棄物税条例もリサイクル業者の推進とか

排出抑制を目的につくられたもので、リサイク

ルに誘導していこうということで、焼却処理と

か最終処分に課税しているものであります。こ

の税を財源に、委員がおっしゃったようなリサ

イクル業者の育成とか県民の普及啓発の事業を

やっておりますので、引き続きこの取組を進め

ていきたいと考えています。

資料22ページに「企業に対するリ○日高委員

サイクル関連の新事業創出に向けた研究費用の

補助」とあり、それなりにそこら辺も考えてお

られるということだろうなと思っております。

産業廃棄物と災害廃棄物というものは違うと

いう部分もあるんですけれども、将来的には南

海トラフ地震とかがあった場合に、他県に比べ

たら宮崎県は、相当な量の災害ごみとかが打ち

上げられるだろうなと思っています。

その辺も含めて、各県で協定を結んでいると

は思うんですけれども、後方支援とかで協定が

どこまで生かせるかというと、多分、他県も最

終処分場がいっぱいになれば、なかなか受け入

れづらい部分も正直出てくると思います。

各県とのバランスをしっかりと取りながら、

今後、他県からのそういった産業廃棄物を受け

、 、入れるにしても し尿処理や家畜排せつ物とか

そういうものもあったりする。

リサイクルと資源化という部分でも、今後い

ろんな形で考えていきながら、本当の実のある

バランスを取ってもらいたい。文書の取り決め

だけじゃなくて、本当に量的にできるのか。最

終処分の穴はどのぐらいあるのかというのも当

然、出てくるわけです。

福島県は今、海洋投棄しています。そこまで

考えないといけない部分も出てくる。その辺は

将来的に考えてもらいたい。

当然、税は取るべきで、もっと取っていいか

とも思うんですけれども、その辺は念頭に考え

て進めていってもらいたいと思います。

関連で 資料25ページの右側の 産○脇谷委員 、 「

業廃棄物税の導入の事実を知っているか」とい

うグラフについて、平成30年と令和５年を見て

、「 」みると 名称は知っているが内容は分からない

と「全く知らない」は、どちらかというと令和

５年のほうが多くなっています。

平成30年も令和５年も、どちらにしても４割
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以上は知らないということなんですが、これを

どう見ればいいのかが分かりません。納税をし

ていないのか、それとも納税はしているが、排

出抑制や再生利用の促進を目的とした事業など

。に税が使われているということを知らないのか

そこのところを教えていただきたいです。

このグラフは、処理○長友循環社会推進課長

業者ではなくて排出事業者へのアンケート結果

となります。要因の分析はなかなかできていな

いんですけれども、今、委員がおっしゃったよ

うに、税は納めているけれども制度自体をあま

り把握していないというところと、リサイクル

とか有価物の出荷があって、税自体を納めてい

ないというところの２通りがあるのではないか

と思っております。

ただ、我々の制度周知の取組がまだまだ十分

、 、でないところがあると思いますので 引き続き

取組を強化していきたいと思っております。

あと、参考までに、アンケートの自由記載欄

から伺えるものとしまして、いまだに「廃棄物

」の処理業者に任せているので詳細は分からない

というコメントがよくあります。廃棄物処理法

上、排出事業者に責任があると明確化されてお

りますので、排出事業者のその意識の浸透がま

だ十分ではないのだろうと思っております。

排出事業者の団体からも、排出事業者への周

、知の徹底を要望いただいているところですので

県としましては、これまでホームページへの掲

載とか排出事業者講習会等をやっておりますけ

れども、この取組を強化するということで、来

週、産廃税に関する新聞広告を出したりとか、

パンフレットをつくったりとかしていきたいと

思っております。

納税は、ほぼ全部の企業がしてい○脇谷委員

るということでいいんでしょうか。

この産業廃棄物税に○長友循環社会推進課長

ついては、徴収率が100％ということを税サイド

のほうから伺っております。

税は納めているが、不法投棄件数○脇谷委員

と比例しているということも、少し意味が分か

らないです。

つまり、税を納めているのに不法投棄をする

必要があるのかというところが分からないんで

す。税を納めているから、しっかりと産廃業者

がやればいいだけの話であり、全然違うところ

からの不法投棄になるのであれば、納税とその

不法投棄の関連性というのはないんじゃないか

と思っているということです。

資料の20ページを御○長友循環社会推進課長

覧ください。

ここの図にありますように、この産業廃棄物

税は、排出事業者から中間処理業者、それから

一番下の最終処分業者に処理をしてもらうとき

に、この最終処分業者が特別徴収義務者として

税を徴収するということになります。

ですから、この適正な流れに乗れば、税を納

めるということになるんですけれども、この流

れによらず、不法に投棄したりとかといったも

のについては税は払われていないということに

なっております。

ですので、先ほど徴収率100％と説明しました

けれども、その流れに乗っていない不法投棄さ

れた部分は、税として県に入っていないという

ことになります。

分かりました。平成30年から令和○脇谷委員

５年にかけての産業廃棄物税の導入の事実を

知っているかというところが、よくはなってい

ないということも含めれば、やはり周知してい

ただきたいという思いです。

盛土規制法について、例えばこの○日高委員
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手数料は、申請があり許可をした業者に対して

のものですよね。この法の施行前に既に造成さ

れ、いわゆる危険な盛土造成をしているところ

もあるかと思いますが、その調査というのは、

この法の施行後に公共３部でやっていくという

形でよろしいんでしょうか。

既設盛土の調査につきま○川畑自然環境課長

しては、既に着手しておりまして、県内に6,000

か所ほどの盛土があると把握しております。

詳細な調査につきましては、先ほど補正予算

でお願いいたしました、資料13ページの盛土防

災総合推進費にて、昨年の補正から調査をして

いるところでございます。

今回また補正により、追加で実施することと

しておりまして、先ほど言いました6,000か所の

うち、災害危険地区とかそういった住宅地の重

要なところから先行して調査しており 順次行っ、

ていくこととしております。

、 、○日高委員 そこも例えば まず指導を行って

危険な盛土だからもう１回、埋め戻しをしなさ

いとか、そういった指導をすると思うんですけ

ども、そのときにも手数料は取れるんでしょう

か。

今回の手数料は新たな許○川畑自然環境課長

可申請に伴うものでございますので、既設盛土

に関しては、もしそういった危険な箇所があれ

ば指導・是正をしていくことになるかと思いま

す。

既存の盛土は手数料を取らず、指○日高委員

導をして、どうもならないときには罰則規定と

か、いろんな段階に応じて勧告していくという

ことですね。

横並びにそろえるとなると、既存のものも手

数料を取っていいのかなという気がします。そ

こは、もう１回、届出を出し直さないといけな

いでしょう。6,000か所の既存の盛土で、特にど

うしようもないところは、もう１回申請を出し

てもらわないといけないと思います。罰則規定

があるから そんな甘いことをやっていたら 既、 「

存盛土の俺たちは関係ない。今後、これからの

話だ」ということにならないですか。

委員の御指摘のようなこ○川畑自然環境課長

とも今後、想定されるかと思いますので、そこ

にあたりましてはまた検討していきたいと思っ

ております。

今回の条例は、新しく申請するものについて

の条例になるかと思います。

また、現在施工中のところにつきましては、

新たに届出を出してやるということになってお

りますので、そういったところでいろいろ把握

ができると思いますので、適切な指導を行って

いきたいと考えております。

、○日高委員 しっかりとその辺の指導をやって

変更届出を出させるならしっかりと出させて、

立入検査もしっかりとやっていく形をつくって

いかないといけないと思います。そうなったと

きに、いろいろな法律的な弊害も出てくると思

います。

法律に詳しいところもある程度、固めておか

ないと、そういう違法性があるところは難癖つ

けて、敷地に勝手に入ってきたらどうのこうの

とか、いろんなことをやってきます。本当に悪

質なところも結構あると思うんです。

その辺は警察とも連携を取りながら、しっか

りとやっていったほうが職員にとってもいいと

思うんです。

そこもしっかりとまとめながら、このことは

安全に進めていくということをお願いしたいと

思います。

これは、民間がやることを規制す○中野委員
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。 、 、る法律なんですか 公共的な 行政的な事業は

該当しないのでしょうか。

基本的には民間事業者が○川畑自然環境課長

申請するものが多くなるかと思っております。

公共事業につきましては法律で除外されてお

りまして、設計書とか協議という形で承認する

という制度になっております。

ただし、市町村が行う事業につきましては一

部、許可が必要なものがございます。

それでは、その他で何かござい○内田委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって環境森○内田委員長

林部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時13分休憩

午前11時20分再開

それでは、委員会を再開いたし○内田委員長

ます。

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

説明に入ります前に、ま○殿所農政水産部長

ず、お礼を申し上げます。

10月に開催されました第65回宮崎県畜産共進

、 、 、 、会に 議長 副議長をはじめ 当委員会からは

内田委員長、委員の皆様に御出席いただきまし

た。ありがとうございました。

今年の大会は、若い世代が数多く入賞するな

ど活躍が目立ち、将来に向けて希望の持てる大

会となったところでございます。

また、令和９年度に北海道で開催される第13

回全国和牛能力共進会に向けての機運醸成にも

つながったものと考えております。

次に、高病原性鳥インフルエンザの発生につ

いてでございます。

12月３日に川南町の養鶏場において、疑似患

。 、 、畜が確認されました 国に加え ＪＡグループ

県建設業協会、川南町をはじめとする多くの団

体・企業等の御協力をいただき、本日中に全て

の防疫措置を完了する予定であります。

詳細につきましては、後ほど担当課長から御

報告いたしますが、引き続き、徹底した防疫措

置による蔓延防止と関係団体等と緊密に連携し

た農場へのウイルス侵入防止対策のさらなる強

化を図ってまいります。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてい

る議案等について、御説明いたします。

常任委員会資料２ページの目次を御覧くださ

い。

本日は、予算議案２件、特別議案２件、報告

事項１件、その他報告事項１件の御審議をお願

いしております。

予算議案は、議案第１号「令和６年度宮崎県

一般会計補正予算（第７号 」と、12月３日に追）

加上程しました議案第23号「令和６年度宮崎県

一般会計補正予算（第８号 」の２議案でござい）

ます。

特別議案は、議案第８号「宮崎県における事

務処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例について」及び議案第11号「工事請負契約の

変更について」の２議案であります。

報告事項は、損害賠償額を定めたことについ

て、報告するものであります。

その他報告事項は、使用料及び手数料徴収条

、例の一部を改正する条例についてでありますが

、こちらは環境森林部と内容が重複しているため

説明は省略いたします。

また、目次にはございませんが、机上配付さ
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せていただいております県内の養鶏農場におけ

る高病原性鳥インフルエンザの発生状況及び防

疫措置について、御説明いたします。

３ページを御覧ください。

Ⅰの予算議案についてであります。

今回の補正予算については、一般会計の補正

のみで、表の令和６年度の補正額の欄の上から

２番目にありますとおり 議案第１号で ３億710、 、

万8,000円、議案第23号で、46億5,495万6,000円

の増額をお願いしております。

この結果、特別会計と合わせた農政水産部全

体の補正後の額は、その４つ右側の欄の補正後

の額の一番上にありますとおり484億9,293

万2,000円となります。

４ページを御覧ください。

議案第１号の繰越明許費の追加についてであ

ります。

「公共農地海岸保全事業」について、関係機

関との調整に日時を要したことの理由によ

り1,000万円の追加をお願いするものでありま

す。

５ページを御覧ください。

同じく議案第１号の繰越明許費の変更につい

てであります。

「公共農村総合整備対策事業」ほか３事業に

ついて、用地交渉等に日時を要したこと等の理

由により16億4,760万円から27億303万9,000円へ

の変更をお願いするものであります。

６ページを御覧ください。

「県営ため池等整備事業」について、債務負

担行為の追加をお願いするものであります。

７ページを御覧ください。

議案第23号の繰越明許費の追加についてであ

ります。

「盛土防災総合推進事業」について、国の補

正予算の関係等により、工期が不足することの

理由により3,000万円の追加をお願いするもので

あります。

８ページを御覧ください。

同じく、議案第23号の繰越明許費の変更につ

いてであります。

「公共農村総合整備対策事業」ほか４事業に

ついて、国の補正予算の関係等により、工期が

不足すること等の理由により27億9,133万9,000

円から69億1,342万8,000円への変更をお願いす

るものであります。

９ページからは、今回の11月補正事業の説明

資料になります。

詳細につきましては、この後、担当課長から

説明いたします。

次に、議案についての説明を求○内田委員長

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

常任委員会資料の９ペー○原田農政企画課長

ジを御覧ください。

議案第23号のうち、人件費に係る補正予算に

つきまして、農政水産部全体を一括して御説明

させていただきます。

こちらは、人件費を各課別に取り出して記載

したものでございまして、太枠囲いになってお

ります補正額は、人事委員会勧告に基づきます

職員の給与改定等に伴う人件費の所要額を計上

しています。

主な補正の内容は、毎月の給与が平均2.81％

の引上げ、ボーナスである勤勉手当が年間で0.1

月分の引上げとなります。

今回の補正では、会計年度任用職員の給与改

定分につきましても所要額を増額するもので、

太枠の一番下に記載していますとおり、一般の
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職員と会計年度任用職員を合わせた農政水産部

の人件費の補正額は３億3,196万2,000円となり

ます。

常任委員会資料の14○戸髙農業普及技術課長

ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで554

万7,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄にありますとおり38億3,027万4,000円とな

ります。

15ページを御覧ください。

まず、歳出予算説明資料での説明に当たりま

しては、左から３番目の欄の「事項名」で説明

させていただきます。

また 「事項」の詳細を説明する場合は、右か、

ら２番目の「説明及び事業名」の欄を用いさせ

、 、「 」ていただきますが この欄については 説明欄

と省略して説明させていただきます。

なお、この後、各課におきましても、同様の

説明とさせていただきます。

それでは、内容について説明いたします。

（事項）農産物高品位生産指導対策費の説明

欄１の（１ 「持続可能なみやざきグリーン農業）

構築事業」554万7,000円であります。

本事業は、国のみどりの食料システム戦略に

対応し、環境にやさしい持続可能な農業を推進

する事業で、新たに有機農業を開始する農業者

への支援に要する経費等について、国庫補助決

定に伴う増額をお願いするものです。

資料18ページを御覧くだ○白石農産園芸課長

さい。

当課の補正予算額は、一般会計のみで637

万7,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

、 。の欄のとおり 19億3,978万8,000円となります

内容については、19ページを御覧ください。

（事項）強い産地づくり対策事業費の説明欄

、 「 」１ 新規事業 施設園芸営農再開緊急支援事業

です。

20ページを御覧ください。

本事業は、令和６年台風第10号に伴う竜巻・

突風により、甚大な被害を受けた施設園芸農業

者に対し、支援するものです。

21ページを御覧ください。

図の左側にありますとおり、今回の竜巻・突

風は、局地的ではあったものの、複数箇所で、

過去に例のない威力で発生いたしました。本県

の主力品目である、キュウリ・ピーマン等で甚

大な被害が発生しました。

左下にありますとおり、ハウス本体や暖房機

等の附帯施設の復旧は、園芸施設共済等での対

応がありますことから、本事業では、園芸施設

共済等では対象とならないエスター線や防虫

、ネットといった諸資材等の購入経費を対象とし

、被害が発生した市町と連携して支援することで

速やかな営農の再開につなげてまいります。

事業期間は、令和６年度単年度を予定してお

ります。

資料26ページを御覧○坂元家畜防疫対策課長

ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで1,196

万5,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、10億2,449万円となります。

内容について、御説明いたします。

27ページを御覧ください。

（ ） 、事項 家畜衛生技術指導事業費の説明欄１

ひなたの獣医師確保修学資金給付事業 で1,196「 」

万5,000円です。

本事業は、大学卒業後に宮崎県獣医師として
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従事することを希望する獣医学生等に修学資金

を給付し、確実な人材確保・育成を図るもので

あります。

今年度からの新たな取組として、県職員獣医

師における初任給調整手当の全国最高額への引

上げ、修学資金の対象学年の拡充、高校生等を

対象とした修学資金となる地域枠の創設など、

獣医師確保に係る取組を強化したことにより、

修学資金の応募が例年より多く、当初の予算額

を上回る見込みとなったため、これに対応すべ

く、今回増額補正を行うものであります。

資料32ページを御覧くだ○上村農村整備課長

さい。

当課の補正予算額は、一般会計のみで38

億2,832万8,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり171億774万6,000円となります。

主な内容につきまして御説明いたします。

33ページを御覧ください。

上から２段目の（事項）公共農村総合整備対

策費において、中山間地域の農業生産基盤及び

農村環境基盤などの整備をするため４億9,719

万4,000円を計上しております。

一番下の（事項）公共土地改良事業費におい

て、畑地かんがい施設などの整備をするため23

億9,485万円を計上しております。

34ページを御覧ください。

上から２段目の（事項）公共農地防災事業費

において、防災重点農業用ため池などの整備を

するため９億495万円を計上しております。

これらは国の補正予算に伴う補正によるもの

であり、令和７年度実施予定事業を前倒しして

国に要望しておりますので、早期執行に努めて

まいりたいと考えております。

資料35ページを御○梶原担い手農地対策課長

覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで、5,330

万6,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

、 。の欄のとおり 32億3,390万7,000円となります

主な内容について御説明いたします。

36ページをお願いいたします。

最後の 事項 盛土防災総合推進事業費で3,000（ ）

万円でございます。

これは、盛土規制法に基づく既存盛土等の基

礎調査の実施や、盛土規制法に関わる申請書類

の受付や審査、盛土情報の管理等を行うシステ

ムの構築のため、国の補正予算に伴い増額する

ものでございます。

資料37ページを御覧くだ○西田水産政策課長

さい。

当課の補正予算額は 一般会計で5,521万9,000、

円をお願いしております。

この結果、補正後の一般会計の予算額は、右

から３番目の欄にありますとおり15億6,729

万4,000円、特別会計を合わせた全体の予算額

は18億319万7,000円となります。

内容について、説明いたします。

38ページを御覧ください。

（ ） 、事項 地域漁業経営改革対策費の説明欄１

「漁業経営継続緊急支援事業」です。

詳細は、次の資料で説明いたします。

39ページを御覧ください。

補正予算額は5,521万9,000円で、補正後の予

算額は5,655万3,000円です。

本事業は、補正予算により、台風第10号に伴

う竜巻・突風、及び赤潮の被災漁業者に対し、

種苗導入や施設復旧に要する掛かり増し経費を

支援することにより、被災漁業者の経営継続を

図るものです。
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40ページを御覧ください。

まず、①の漁業経営継続支援では、本年７～

８月におきまして、延岡市北浦町で発生した赤

潮と、宮崎市佐土原町から新富町にかけて発生

した竜巻・突風により、過去に例のない規模の

被害となった養殖カンパチと養殖ウナギについ

て、再度購入が必要となる養殖用種苗の導入経

費を支援します。

次に、②の養殖業施設復旧支援では、宮崎市

佐土原町から新富町にかけて発生した竜巻・突

風による、ウナギを養殖するビニールハウスの

倒壊などの陸上養殖施設の復旧や機械を更新す

る経費を支援します。

これらの取組により、台風第10号に伴う竜巻

・突風、及び赤潮により、大きな被害を受けた

漁業者の速やかな経営の再開を図ってまいりま

す。

、 。事業期間は 今年度限りを予定しております

資料43ページを御覧くだ○安田漁業管理課長

さい。

当課の補正予算額は、一般会計のみで２

億2,800万円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、41億4,852万円となります。

内容について、御説明いたします。

44ページを御覧ください。

１番目の（事項）公共海岸保全漁港事業費

で5,750万円です。

本事業は、国からの補助を受け、海岸保全区

域内に漂着した流木等の処理を行うものであり

ます。

台風第10号によって、北は都農町から南は日

南市に至る５か所の漁港海岸に流木等が漂着し

たことに伴い、処理費用の増額を行うものであ

ります。

次の（事項）漁港災害復旧事業費１億7,050万

円です。

本事業は、台風等により被災した漁港の災害

復旧を図るための経費であります。

台風第10号によって、８月の日向灘地震で受

けた漁港の被災箇所が拡大したことや、門川漁

港や新富町の富田漁港海岸に流木等が漂着した

ことから、災害復旧費や調査測量費などの増額

を行うものであります。

続きまして、45ページを御覧ください。

追加補正でございます。

補正額は、一般会計のみで５億596万2,000円

をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり46億5,448万2,000円となります。

主な内容について、御説明いたします。

46ページを御覧ください。

中ほどの（事項）水産基盤（漁港）整備事業

費において、防波堤や岸壁の改良などを行うた

め４億3,000万円を計上しております。

次の（事項）公共海岸保全漁港事業費におい

て、漁港区域内の海岸に護岸などを整備するた

め6,600万円を計上しております。

これらは国の補正予算に伴う補正によるもの

であり、令和７年度実施予定事業を前倒しして

国に要望しておりますので、早期発注に努めて

まいりたいと考えております。

資料47ページを御○梶原担い手農地対策課長

覧ください。

議案第８号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

であります。

１の改正の理由は、農地法に基づく知事の権

限に属する事務の一部について、取扱いを希望

する高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町の３町に権
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限を移譲するため、所要の改正を行うものでご

ざいます。

２の改正の内容は、次に記載しております①

、 、～③の事務を権限移譲する市町村に 高千穂町

日之影町、五ヶ瀬町を追加するものでございま

す。

①は、４ヘクタール以下の農地を農地以外に

転用する場合の許可等、②は、農地等の賃貸借

の解約等を行う場合の許可等、③は、許可権者

による立入調査等、農業委員会等からの報告の

徴取、違反転用に対する処分等であります。

農地法の事務については、現在、宮崎市、都

城市及び西米良村に権限移譲を行っているとこ

ろでございますけれども、今回、西米良村と同

じ事務を、新たに高千穂町、日之影町及び五ヶ

瀬町に移譲するものでございます。

３の施行期日につきましては、令和７年４月

１日を予定してございます。

資料48ページを御覧○那須漁港漁場整備室長

ください。

議案第11号「工事請負契約の変更について」

であります。

対象は、北浦漁港衛生管理型荷捌き所建設主

体工事です。

今回が最終の変更になります。

契約金額は、３のとおり、現在が７億391

万3,292円、変更８億3,283万2,017円、増額が１

億2,891万8,725円です。

工期は、令和７年２月16日までです。

４、変更理由は、後ほど説明します。

49ページを御覧ください。

右上の断面図のとおり、荷捌き所は、基礎ぐ

いと地中ばりで支えられます。

赤点線は、変更理由に係る地盤中に転石を確

認した箇所です。転石とは、ところどころに点

在する大きな石のことです。右下の写真が現在

の状況です。

今後、床の工事や鳥の侵入を防ぐネット工事

などを行います。

50ページを御覧ください。

変更理由 （１）基礎杭の転石部掘削の追加を、

説明します。

くい工事の着手前、試掘調査で、写真の70セ

、 、ンチメートル台をはじめ 転石を確認したため

右の対策の１）のように、その層を掘削機で掘

る必要が生じたものです。その後に、当初の計

画どおり、くい打ち機で穴を掘って、くいを立

て込みます。

設計時点で40センチメートル程度の石を把握

しており、これであれば、くい打ち機で工事で

きますが、大きな転石により、後ろ側の列のく

いで先行掘削が必要になりました。

次に （２）地下水対策の追加です。、

事前に地下水の存在は把握していましたが、

試掘調査で、背後の山から水が流れ込むのが分

かり、対策の図のように、地中ばりの後ろ半分

。を施工するときに排水工事が必要になりました

このように地盤の状況に応じた追加工事が必

要となるなどして工事請負金額を変更するもの

であります。

それでは、執行部の説明が終了○内田委員長

しました。

議案について、質疑はありませんか。

台風第10号による被害、そこから○中野委員

緊急支援対策をということで予算が組まれまし

た。

漁業者においては、全ての経営体が令和７年

を目指して成果があるというように書いてあり

ますが、漁業は、みんな再開するんだと思うん

です。
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資料20ページの「施設園芸営農再開緊急支援

事業」の成果指標を見ると、令和６年度100％と

書いてありますが、現状は何も書いていないん

ですよね。

説明に 「再建意向のある農家のうち」と書い、

てありますが、今回こういうハウス等の大きな

被害を受けて、園芸を諦めたと、継続しないと

、いう人は何件かあったと見受けられるんですが

その数を教えてください。

御指摘のとおりでござい○白石農産園芸課長

まして、今回の被害を受けて離農を検討してい

る方が２件いらっしゃいます。１件は、年齢も

あり、離農を検討しているという方、もう１件

は、施設園芸を終了し、露地作物のほうに注力

したいという方で、営農は続けるということで

ございます。それも含めまして、２件というこ

とでございます。

資料の20ページでは、園芸施設共○中野委員

済の対象とならない分について、補助率４分の

１以内ということですが、本人の手出しは幾ら

かかるんですか。

県のほうで、４分の１支○白石農産園芸課長

援をさせていただきます。あわせて、市町が同

様に４分の１を支援されますので、補助率で言

いますと、残りの２分の１が農業者の負担分と

いうことになります。

資料39ページの「漁業経営継続緊○中野委員

急支援事業」のほうは、個人の負担というのは

あるんですか。

漁業も同様に、種苗の支○西田水産政策課長

援に関しましては、県が４分の１、市町が４分

の１を支援していただきまして、漁業者負担は

２分の１ということになります。

施設復旧に関しましては、県が10分の１、市

町が同じく10分の１で、５分の４が被災された

漁業者の方の負担ということになってございま

す。

農業のほうの話に戻りますが せっ○中野委員 、

かく共済制度があるのに、共済では満額は補助

されないんでしょうか。

漁業に関しましては、養○西田水産政策課長

殖用種苗も共済の枠組みがございまして、その

契約率、加入割合によって補塡される割合が異

なりますが、共済によって損害がカバーされる

という部分はございます。それ以外の部分を農

業と同様の考え方で支援するというふうにして

おります。

農業のほうの支援の考え○白石農産園芸課長

方は、今回、園芸施設共済で対象となるものが

ハウス本体の附帯施設に関わるものでございま

、 、して これは施設園芸共済の特約に加入すれば

被害を受けたものがほぼ対象となります。

今回の支援につきましては、これ以外のとこ

ろを考えておりまして、積算の考え方で申しま

、 、すと 例えばキュウリを10アール作っていれば

この諸資材を新たに購入するとなると、49

万3,000円ほどが新たにかかるということになり

ますので、10アール当たり49万3,000円の４分の

１を県、４分の１を市町、残りの２分の１が農

業者のほうで、それぞれ負担をし合って、購入

。していただくというような考え方でございます

いろんな災害で被害があって、そ○中野委員

のまま農業を諦めるという人も、過去何件か見

受けられましたけれども、この施設園芸をされ

ている人で、共済には入っていないという人が

いるもんですか。

園芸施設共済の加入率に○原田農政企画課長

つきましては、約88％となっております。

残りの１割ぐらいの人は、こうい○中野委員

う災害に遭えば、諦めるかもしれないから、み
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んなが入るような指導というのは何かできない

ものですか。

災害等のリスクを事前に○原田農政企画課長

軽減するという意味で、農業の共済だったり、

収入保険という制度がございます。こちらの加

入促進については、県のほうも、ＮＯＳＡＩ宮

崎と一緒になってやっているところでございま

す。

特別議案の議案第８号「宮崎県に○日高委員

おける事務処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例」について 「農地法に基づく知事の、

権限に属する事務の一部について、取扱いを希

望する高千穂町、日之影町及び五ヶ瀬町に権限

移譲するため、所要の改正を行うもの」とあり

ますが、これは何か背景というのはあるんです

か。この時期に、この３町に移譲するというの

は ３町の意見とか そういうのがいろいろあっ、 、

てから、こういった改正をするのか、その背景

について全然説明がなかったので、教えてくだ

さい。

権限移譲につきま○梶原担い手農地対策課長

、 、しては 住民サービスの利便性の向上ですとか

事務処理の効率化という観点から、取扱いを希

望する市町村に積極的に権限を移譲していくと

いう方針で動いております。

県のほうで、権限を移譲したほうが望ましい

事務というものを提示しておりまして、その提

示の説明を踏まえ、各市町村に説明を行った結

果、今回、この３町がこの農地法の事務につい

て取扱いを受けたいというような希望があり、

今回、条例改正をするものでございます。

それは分かるんですよ。背景が何○日高委員

かあるのかなと。

具体的なメリット○梶原担い手農地対策課長

としては、転用の事務が速やかに進むというよ

うなところかなと思っております。

農地転用ですから、国の権限って○日高委員

。 、非常に大きいと思います ４ヘクタール以下は

この３町に委ねるんでしょうか。

４ヘクタール以下○梶原担い手農地対策課長

については国の関与はありません。国が基準を

示しておりますけれども、具体的な判断という

ものは許可権者である、この場合は町が判断す

るということになります。

一方で、４ヘクタール超の転用案件につきま

しては、国への協議が必要ということになって

おります。

分かりました。４ヘクタール以下○日高委員

のもので、国の事務移譲ということでしょうけ

れども、向こうは西臼杵支庁があるから、うま

くやるでしょう。

農地を農地以外に転用するということで、農

、地を建物とかにも移譲できるという話ですので

いいものもあれば、悪いものもあるという、そ

この判断というのは、なかなか町単位では難し

いと思います。

４ヘクタール以下とは言いますが、違反転用

に対する処分等罰則規定もあったりするわけで

すので、なかなか町長の責任も大きいと思いま

すが、首長の負担というのはそんなにないんで

しょうか。

、○梶原担い手農地対策課長 市町村においても

事務の処理が適切に処理されるように、県とし

ましても、人的な支援、それから金銭的な支援

を行っているというところでございます。具体

的には、もちろん事務の引継ぎはきちんと行う

ということに加えまして、担当者への研修会の

実施ですとか、マニュアルの提供、そういった

ことで、事務が適切に処理されるように支援し

ていきたいと考えております。

令和６年12月４日(水)
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ほかにありませんか。○内田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、報告事項に関する説明を○内田委員長

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

常任委員会資料の51ペー○西田水産政策課長

ジを御覧ください。

損害賠償額を定めたことについて、１件の専

決処分を行いましたので、報告いたします。

事案は、公用車による交通事故であります。

令和６年７月16日、都城市大王町２街区２大

王街区公園東側先路上に停車していたところ、

、後方に停車中の車が発進するのを確認したため

車両を前進した際、車両前方が相手方の所有す

るチェーンポールに当たり、一部を損傷させた

ものです。

原因は、十分な周囲の安全確認を怠ったこと

によるものです。

損害賠償額は14万9,600円でありますが、県が

加入する保険から全額支払われております。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚に努めておりますが、今後とも一

層の徹底が図られるよう、再発防止に向けまし

て、厳しく指導してまいります。

執行部の説明が終了しました。○内田委員長

報告事項について、質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○内田委員長

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

配付資料を御覧くだ○坂元家畜防疫対策課長

さい。

県内の養鶏農場における高病原性鳥インフル

エンザの発生状況及び防疫措置についてであり

ます。

１の農場の概要ですが、発生は、川南町の肉

用鶏約３万4,500羽を飼養する農場であります。

２の経過ですが、12月２日13時40分、農場か

ら宮崎家畜保健衛生所へ死亡鶏が増加した旨の

通報があったため、宮崎家畜保健衛生所が立ち

入りし、15時10分に簡易検査で陽性を確認しま

した。

17時に、宮崎家畜保健衛生所での簡易検査で

も陽性を確認したことから、19時に県防疫対策

本部会議を開催し、疑似患畜と確定した場合の

迅速な防疫措置について確認しました。

翌12月３日５時にＰＣＲ検査の結果、Ｈ５亜

型と判明したため、その結果を国へ報告しまし

た。

同日７時に、国が疑似患畜と確定し、農場等

での防疫措置を開始しました。

８時25分には、農林水産大臣と知事とのウェ

ブ会談があり、11時には、市町村や関係者を参

集した緊急防疫会議を開催し、ウイルスの侵入

防止対策と早期通報の徹底を改めてお願いした

ところであります。

３の防疫措置状況ですが、殺処分は、昨日12

、 、 、月３日の17時20分に終了 埋却 清掃・消毒は

本日中に終了し、農場の防疫措置が完了の予定

です。

４の今後の予定ですが、防疫措置完了後、10

日後の確認検査を経て、搬出制限区域が解除と

なり、防疫措置完了後、21日を経て、移動制限

区域が解除となります。

最後に、今シーズンは過去最も発生の多かっ

、た令和４年度に匹敵するペースで発生しており

発生リスクは非常に高い状況ですので、さらに

緊張感を持って発生予防対策の徹底を図ってま

令和６年12月４日(水)
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いります。

「使用料及び手数料徴収条例の○内田委員長

一部を改正する条例」については、冒頭、部長

から説明がありましたとおり、環境森林部の内

容と重複しているため、説明は省略とのことで

す。

執行部の説明が終了しました。

その他報告事項について、質疑はありません

か。

、○中野委員 鳥インフルエンザの対応について

御苦労さまでした。再発しないように祈ってお

ります。

防疫対策本部会議が19時に開催されています

よね。農場で簡易検査を実施して陽性、17時に

宮崎家畜保健衛生所で、また改めて簡易検査を

して陽性が確認されて２時間後の開催ですが、

この宮崎家畜保健衛生所の検査というのは、必

ずしないといけないんですか。１回目の農場で

、の検査だけではいけなかったのかということと

防疫対策本部会議を開かないと、次に進めない

んですか。

１回目の検査のみでよければ、その２時間後

と考え、17時に防疫対策本部会議が開かれたと

いうように読めるんですが、たとえ17時の宮崎

家畜保健衛生所での検査をしなくても、この防

疫対策本部会議は、19時にならないと開かれな

かったものかどうか。

また、防疫対策本部会議を開いたか、開かな

いかで、翌日の進行が遅れるとか、何か支障が

あるとか、そういうことにはならないのかとい

うことをお尋ねします。

まず、15時10分に農○坂元家畜防疫対策課長

場のほうで簡易検査を実施しておりますが、あ

くまでも農場での検査でありますので、改めて

同一検体を検査機関であります家畜保健衛生所

のほうで検査し、そこで簡易検査の陽性という

ことで確定し、この段階で、疑いがあるという

ことで、プレスリリースを発出したところでご

ざいます。

また、19時の県の防疫対策本部の会議の開催

についてですが、鳥インフルエンザ以外の疾病

に対する対応につきましても、全庁的に連携し

ながら実施しておりますので、どういった方針

で実施するということを防疫対策本部会議を立

、 。ち上げて 協議しているということになります

例えば、17時に防疫対策本部会議○中野委員

を開いたとしても、その翌日の３日以降のこと

は変わらないわけですか。

非常に速やかに行動はしたと。これよりも早

くはできないと断定できるということですか。

この病性鑑定の確定○坂元家畜防疫対策課長

につきましては、12月３日の７時に確定してい

るんですが、その間に迅速な防疫措置を実施す

るため、農場で殺処分、あと埋却等を実施する

ための動員だったり資材の準備だったり、消毒

ポイントをどこに置くかというようなこと等を

、 。各班が検討し 準備をしたところでございます

なので、連携しながら、迅速に対応している

と考えております。

、○中野委員 仮定のことを言ってすみませんが

仮にこの発生が午前中の早い段階の場合には、

その日のうちに、この３日にやったような行動

をするわけですか。

あくまでこの疑似患○坂元家畜防疫対策課長

畜の確定は、国と協議した結果で決まります。

仮に通報が早かったとしても、ＰＣＲ検査の結

果を踏まえて、国と協議して確定しますので、

その時間が早くなる、あるいはこの時間帯で出

てくるということは、そのときの協議の状況に

よるものと考えております。

令和６年12月４日(水)
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それでは、そのほか何かござい○内田委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって農政水○内田委員長

産部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時６分休憩

午後０時10分再開

それでは、委員会を再開いたし○内田委員長

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、５日木

曜日に行いたいと思います。

、開会時刻は午後１時半からとしたいのですが

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○内田委員長

します。

そのほか何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で、本日の委員会を終了い○内田委員長

たします。

お疲れさまでした。

午後０時10分散会

令和６年12月４日(水)
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令和６年12月５日（木曜日）

午後１時30分再開

出席委員（８人）

内 田 理 佐委 員 長

永 山 敏 郎副 委 員 長

中 野 一 則委 員

日 高 博 之委 員

佐 藤 雅 洋委 員

荒 神 稔委 員

工 藤 隆 久委 員

脇 谷 のりこ委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 増 村 竜 史

議事課主任主事 青 野 奈 月

委員会を再開いたします。○内田委員長

議案等の採決を行いますが、採決の前に、賛

否も含め、御意見をお願いいたします。

暫時休憩します。

午後１時30分休憩

午後１時30分再開

委員会を再開いたします。○内田委員長

それでは、採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括採決がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○内田委員長

ます。

議案第１号、議案第８号、議案第11号、議案

第23号及び議案第24号につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○内田委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号 議案第８号 議案第11号 議案第23、 、 、

号及び議案第24号につきましては、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時32分再開

委員会を再開いたします。○内田委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくということで、御異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○内田委員長

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査については継続審査といたしたいと思います

が、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○内田委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、１月23日木曜日に予定されております

閉会中の委員会につきまして、御意見を伺いた

いと思います。

令和６年12月５日(木)
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暫時休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時37分再開

委員会を再開いたします。○内田委員長

それでは１月23日木曜日の閉会中の委員会に

つきましては、ただいまの御意見を参考にしな

がら、正副委員長に御一任いただくということ

で、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○内田委員長

す。

最後に、そのほか何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○内田委員長

委員会を閉会いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時38分閉会

令和６年12月５日(木)
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